
1 

 

平成 25 年３月４日 

各      位 

会 社 名 株式会社 ミック経済研究所 

代表者名 代表取締役社長 有賀 章 

問合せ先  

役職・氏名 総務部次長 村井 則道 

電話  03－5443－2991 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、定款一部変更に関して下記のとおり決議いたしま

したので、お知らせいたします。 

記 

当社は、当社定款の一部を以下の要領で変更することとする議案を、平成 25 年３月 12 日開

催予定の当社第 22回定時株主総会に上程することと致しました。 

 

１．変更の理由 

新規事業進出のため、現行定款第２条（目的）につき所要の変更を行うものであります。 

また、長期的な経営および監査を目的として取締役および監査役の任期を伸長させるこ

ととしたく、ついてはこれを可能とさせるため現行定款第 19 条（任期）および第 27 条

（任期）につき所要の変更を行うものであります。 

２．変更の内容 

変更の内容は以下のとおりであります。 

 （変更箇所は下線部で表示） 

現 行 定 款 変  更  案 

 

第１条 （条文省略） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１．市場調査・分析・予測 

２．企業経営のコンサルティング 

３．前各号のセミナー・講演会の企画・

実施 

４．前各号に関する出版物の刊行 

５．コンピュータソフトの設計・販売 

新 設 

新 設 

 

６．その他、前各号に附帯する一切の事

業 

 

 

第１条 （条文省略） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１．市場調査・分析・予測 

２．企業経営のコンサルティング 

３．前各号のセミナー・講演会の企画・

実施 

４．前各号に関する出版物の刊行 

５．コンピュータソフトの設計・販売 

６．イベントの企画および印刷・広告業 

７．衣料品、服飾雑貨、キャラクター商

品の製作販売 

８．その他、前各号に附帯する一切の事

業 
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第３条～第 18 条 （条文省略） 

 

（任期） 

第 19 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

② 増員又は任期の満了前に退任した取締役

の補欠として選任された取締役の任期

は、在任取締役の任期の満了する時まで

とする。 

 

第 20 条～第 26 条 （条文省略） 

 

（任期） 

第 27 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

② 任期の満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期の満了する時までとす

る。 

 

第 28 条～第 31 条 （条文省略） 

 

第３条～第 18 条 （条文省略） 

 

（任期） 

第 19 条 取締役の任期は、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

② 増員又は任期の満了前に退任した取締役

の補欠として選任された取締役の任期

は、在任取締役の任期の満了する時まで

とする。 

 

第 20 条～第 26 条 （条文省略） 

 

（任期） 

第 27 条 監査役の任期は、選任後５年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

② 任期の満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期の満了する時までとす

る。 

 

第 28 条～第 31 条 （条文省略） 

 

 

 

以 上 


